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１． 事業者名及び代表者名
静神運輸株式会社
代表取締役社長　　羽野佳明

２． 所在地

名　称 延床面積

本社 16,454㎡

港営業所 1,900㎡

３． 環境管理責任者、事務担当者の氏名及び連絡先

環境管理責任者　　　佐々木　圭輔 TEL      　055-924-8181

事務担当者　　　　　　冨永　菜緒佳 E-mail    sasaki-keisuke@seishinunyu-kk.co.jp

４． 事業の概要

一般貨物輸送（重電機器及び生鮮食品等）

５． 事業規模
2023年3月1日現在

項　目

売上高 935,636(千円)

71名

(内訳：　本社　55名、港営業所　16名）

６． 事業年度 　　1月1日～12月31日

７． レポートの対象期間及び発行日

環境経営レポートの対象期間（2022年1月1日～12月31日）

環境経営レポートの発行日（2023年3月1日）

８． 対象範囲（認証・登録範囲）

静神運輸(株)の全組織及び全活動

Ⅰ　組織の概要

従業員数

　静岡県沼津市西沢田248-1

　静岡県沼津市西島町4-40

所　在　地 備　考

内　　　　　容
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貨物運送事業活動を通じて環境負荷の継続的低減に努めます。

１．

２．

３． 事業活動において、環境に関わる法律等を遵守します。

４．

５． 環境管理に関する情報は社内外に公表し、地域社会とのコミュニケーションを図ります。

当社の主力事業である一般貨物輸送において、技術的・経済的な事情を考慮の上、

Ⅱ　環境経営方針

静神運輸株式会社　環境方針

[環境理念]

静神運輸株式会社は、物流企業としての社会的責任を認識し、深刻化する地球環境に対して

[基本方針]

　環境保全活動を推進するにあたり、以下に主な活動項目を掲げ取り組みます。

環境に与える影響を低減するとともに、循環型社会の実現に努めます。
➀事業活動で使用する燃料・電力のエネルギー削減に努め、二酸化炭素排出量を低減します。

②事業活動で生じる廃棄物の分別適正処理を行い、リサイクル活動に努め、廃棄物排出量

③持続可能な社会の構築の為、環境問題に関する教育、指導及び社内広報活動を通じて

環境活動の継続的改善を推進するにあたり、環境目標・環境活動計画を策定し、取組みます。

　　　　　　　　　　　　 静神運輸株式会社

　　　　　　　　　　　　     　2021年　2月　8日  改訂

　　　　　　　　　　　　専務取締役　渡辺哲也

　 また、生活排水の節水に取り組み、水資源の使用量を削減します。

　 削減します。

　 環境活動のみならず交通事故や製品事故を減らします。

また、策定した目標・活動計画は定期的または、必要に応じて見直します。

環境方針は、全社員に周知するとともに教育を行い、環境に関する意識の向上に努めます。
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＜関係者の権限と役割＞

専務
① 環境経営全般に関する責任と権限
② 環境経営に必要な資源の準備
③ 環境経営システム全体の評価と見直し
④ 環境管理責任者の任命

環境管理責任者
① 環境経営システム全般の運用・管理
② 環境目標及び環境活動計画の作成
③ 取組状況の社長への報告
④ 環境活動レポートの作成

ＥＡ２１事務局
① 環境負荷データ等の集計
② 環境目標・環境活動計画の進行管理
③ 「環境負荷」及び「環境への取組」の自己チェックの実施
④ 環境管理責任者へ取組状況の報告
⑤ 法規制の遵守状況チェック
⑥ 文書・記録の管理

各部門長
① 部門の環境活動計画の実施
② 部門データの集計
③ 部門の問題点把握と是正対策の実施
④ 部門取組状況の事務局への報告
⑤ 部門の従業員教育

その他の従業員
① 自分の役割を守りエコアクション21活動を推進する

作成日
作成者 佐々木　圭輔

令和4年4月1日

Ⅲ　実施体制

本社

　対象範囲：本社・港営業所

部長

青木　信之

専務取締役

ＥＡ２１事務局

業務

港営業所

渡辺　哲也

環境管理責任者

冨永　菜緒佳

所長

業務
佐々木　圭輔

渡辺　和幸
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１．2022年度及び2023年の環境目標

基準年度

目標削減率 目標値 目標削減率 目標値

ｍ3 6 -11% 5.34 -12% 4.70

ｍ3 2,452 -33% 1,643 -34% 1,618

＜備考＞

「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、東京電力（平成27年度）調整後排出係数の「0.447㎏-CO2/kWh」を使用した。

基準年度

2016年 2023年 2024年 2025年

-6% -7% -8%
（2,163） （2,140） （2,117）

ｍ3 6 -12%（5.28） -13%（5.22） -14%（5.16）

㎥ 2,452 -34%（1,618） -35%（1,612） -36%（1,627）

＜備考＞

「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、東京電力（平成27年度）調整後排出係数の「0.447㎏-CO2/kWh」を使用した。

ｋｇ-ＣＯ2／百万円 2,301

単位

環境目標は、平成28年度を基準年とした基準年比で示す。

2,186

1月〜12月

交通事故0件
構内事故2件以下
製品事故1件以下

本業に関する目標

２．短期・中期の環境目標

-5%

2023年度

交通事故0件
構内事故1件以下
製品事故1件以下

2,163

1月〜12月

削減率等

交通事故0件
構内事故1件以下
製品事故1件以下

売上高100万円当たりの
二酸化炭素排出量の削減

交通事故0件
構内事故1件以下
製品事故1件以下

廃棄物排出量の削減

廃棄物排出量の削減

項目

本業に関する目標

水使用量の削減

Ⅳ　環境経営目標

単位

水使用量の削減

売上高100万円当たりの
二酸化炭素排出量の削減

2016年
1月～12月

-6%2,301

項目

2022年度

ｋｇ-ＣＯ2／百万円

件
交通事故1件
構内事故4件
製品事故6件

交通事故0件
構内事故1件以下
製品事故1件以下

件
交通事故1件
構内事故4件
製品事故6件
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1

2

3

4

5

6

7

8 渡辺所長

9 岩崎

10

11

12

13

1

2

3

4

1

2

1

2

3

4

適性診断結果の活用

朝礼時の注意喚起

杉山
斉藤
小川

（2022年：1月～12月）

環境活動項目 責任者

不必要な照明の節約（倉庫）

印刷時の内容確認、裏紙徹底使用

渡辺邦

定時パトロール

Ⅴ　環境経営計画

ロールカーテンの活用（断熱、自然採光による照明節約）

冷凍機の温度管理

エコドライブ教育

新規格車への切り替え

二酸化炭素排出量の削減

スケジュール

水使用量の削減
節水蛇口の取付

節水シールによる喚起（朝礼等）

深瀬
渡辺邦

エアコンの設定温度を夏季28℃、冬季20℃に設定

始業前、昼休み、終業後、不在時のパソコン停止

始業前、昼休みの照明停止（事務所内）

日報による燃費管理（月次報告）

日常点検（3ヶ月点検）の実施

不在時のエアコン、照明停止（休憩室内）

ヒヤリハット報告の義務化

グッドラーニングの実施

本業に関する目標

安全会議の充実化と活用

深瀬
渡辺邦

メール活用によるＦＡＸ使用抑制

分別の教育

産廃ＢＯＸの中身の確認、管理

廃棄物排出量の削減 佐々木
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運用期間（2021年1月〜12月）の環境目標の実績　

基準期間

2016年
1月〜12月

基準値
目標

削減率
目標値

実績
削減率

実績値 評価

㎏-CO2／百万円 2,301 -5% 2,186 -9.4% 1,981 ○

kWh 119,170 -5% 113,212 -3.3% 109,507 ○

L 5,443 -5% 5,171 0.7% 5,209 ×

L 767,520 -5% 729,144 2.0% 743,923 ×

kg 633 -5% 601 -56.1% 264 ○

kg-CO2 2,087,205

産業廃棄物 ㎥ 6.0 -11% 5.3 -16.6% 5 ○

㎥ 2,452 -33% 1,643 -6.9% 1,552 ○

＜備考＞削減比率は、目標値に対する削減量の割合である。

＜評　価＞

原因

是正

次年度の環境経営目標
基準期間

2016年
1月〜12月

基準値 削減率等 目標値
㎏-CO2 2,087,205 －6％ 1,961,973

kWh 119,170 －6％ 112,020
L 5,443 －6％ 5,116
L 767,520 －6％ 721,469
kg 633 －6％ 595

産業廃棄物 ｍ3 6.0 －12％ 5.28
一般廃棄物 kg 480.0 －6％ 451

㎥ 2,452 -34％ 1,618

Ⅵ　環境経営目標の実績とその評価
次年度の環境経営目標

運用期間

2022年1月〜12月項目 単位

　基準年同期実績をベースに、実績・評価 を以下に示す。

二酸化炭素排出量

より燃費効率を考慮した運行への意識付けや教育の実施が必要

その他
全般

電力

ガソリン

前年に引き続き多くの項目で目標を達成できている。電力については、事務所エアコンを省エネ性能のより高い
ものに新調したため、さらなる電力利用削減が期待される。水使用量に関しても、噴出ノズル故障の修理が目
標達成に貢献したと推測される。
今後の改善項目としては、事故防止のための取り組みが重要であると認識している。ドライバーを対象に毎月
実施している安全会議の充実化や運行管理における日々の教育により、全社員で無事故運転、無事故作業に
取り組んでいきたい。

軽油

水使用量

プロパンガス（LPG）

内訳

ガソリン
軽油

輸送量の増加に伴う走行距離の伸長による

内訳

電力
ガソリン
軽油
プロパンガス

二酸化炭素排出量

廃棄物排出量

交通事故1件
構内事故3件
製品事故1件

×

廃棄物排出量

水使用量

※中長期目標時と変更なし

項目 単位

運用期間

2023年
1月〜12月

本業に関する目標 件
交通事故1件
構内事故4件
製品事故6件

交通事故0件
構内事故1件以下
製品事故1件以下

二酸化炭素排出量実績 1,981,150

本業に関する目標 件
交通事故1件
構内事故4件
製品事故6件

交通事故0件
構内事故3件以下
製品事故1件以下
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1 ○

2 △

3 ○

4 ○

1 ○

2 △

3 ○

4 △

5 ○

6 ○

7 ○

8 渡辺所長 ○

9 岩崎 ○

1 ○

2 △

3 ○

4 △

1 ○

2 △

1 ○

2 ○

3 ○

4 ○

＜備考＞

1 取組期間の評価は2021年1月～12月の1年間の実績評価である。

2 評価判定

渡辺邦
節水シールによる喚起（朝礼等）

○（良くできた）・△（まあまあできた）・×（できなかった）・‐（実施が見送られた）

本業に関する
目標

安全会議の充実化と活用

青木
深瀬

ヒヤリハット報告の義務化

グッドラーニングの実施

適性診断結果の活用

水使用量の削減

廃棄物排出量の削減

印刷時の内容確認、裏紙徹底使用

佐々木
メール活用によるＦＡＸ使用抑制

分別の教育

産廃ＢＯＸの中身の確認、管理

節水蛇口の取付

新規格車への切り替え

始業前、昼休み、終業後、不在時のパソコン停止

始業前、昼休みの照明停止（事務所内）

不在時のエアコン、照明停止（休憩室内）

不必要な照明の節約（倉庫）

ロールカーテンの活用（断熱、自然採光による照明節約）

定時パトロール

朝礼時の注意喚起

冷凍機の温度管理

運
転
管
理
等

日報による燃費管理（月次報告）

青木
深瀬

空
調
等

エアコンの設定温度を夏季28℃、冬季20℃に設定

環境活動項目 責任者

二
酸
化
炭
素
の
削
減

エコドライブ教育

日常点検（3ヶ月点検）の実施

節水を促進する注意喚起を実施し
ていきたい。 継続

コピー用紙の再利用は日常化して
いるものの、保存文章のデータ化
やEmailを活用した脱紙文化への取
り組みが不足。

継続

安全を維持するための各種取り組
みは計画通り実施。今後はその品
質向上とさらなる理解の浸透に努
めていく。

継続

杉山
斉藤

評価 コメント
今後（次年度）
の取組内容

Ⅶ　環境経営計画に基づき実施した取組内容・取組結果とその評価
次年度の環境経営計画

（取組期間：2022年1月～12月）

継続

エアコンの新調による高効率化に
期待。不在時の消灯やPCの待機
モードを活用するなど、各自の意識
向上が課題。

ドライバーから提出される日報をも
とに、運転スピードや休息時間の
取得について指導を実施している
ものの、さらなる教育や意識の浸
透が必要。

継続
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１． 環境関連法規等の遵守状況

当社に適用される環境関連法規等の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。

評価日　2023年3月1日

評価者　環境管理責任者　佐々木

条項 遵守事項または規制基準 当社の適用及び対応 遵守結果

フロン排出抑制法 エアコン、冷凍機の簡易点検（3ヶ月） 簡易点検、定期点検の実施 ○

第10条 浄化槽の保守点検及び清掃に実施 保守点検及び定期清掃の実施 ○

第10条の2 浄化槽の使用開始報告書の提出
使用開始から30日以内に県知事へ
提出

○

第11条
指定検査機関による水質に関する検
査の実施

法定検査の実施（１回／年） ○

第6条の2第6項
一般廃棄物の収集運搬業者への委
託処理

市条例の収集・処理基準の遵守 ○

第12条第2項 産業廃棄物の適正保管 保管基準の遵守、保管場所の表示 ○

第12条第5項 産業廃棄物の委託処理
収集運搬及び処分許可業者への委
託

○

第12条第6項
運搬又は処分を委託する場合の処
理基準の遵守

処理業者と契約契約書の締結 ○

第12条の3第１項 マニフェストの交付 ○

第12条の3第2項 マニフェストの保管 Ａ票、5年間保管 ○

第12条の3第6項 マニフェストの保管 B2、D、E票の5年間保管 ○

第12条の3第7項 マニフェスト交付状況の知事報告 6/30までに報告書提出 ○

第12条の3第8項
管理票写しの送付がない時の適切
な措置の実施

運搬又は処分業者からのD,E票の期
間内返却

○

第9条の4
少量危険物 及び指定可燃物の貯蔵
及び取扱基準

・市町村条例で定める
・指定可燃物：紙屑、プラスチック類
等

○

第11条 指定数量以上の危険物保管の届出
指定数量以上の危険物の保管の消
防署への届出

○

第13条
危険物の取扱作業に関して保安の
監督

危険物取扱者の設置 ○

第17条の3 消防用設備等の点検及び報告 消火設備の定期点検 ○

家電リサイクル法（特定家庭用
機器再商品化法）

第6条
特定家庭用機器廃棄物の収集・運
搬をする者等への適切な引き渡し、
料金の支払

指定家電廃棄時のサイクル料金の
支払

該当なし

第8条 使用済自動車の引渡義務

第73条
使用済自動車の引き取り業者への
引き渡し

リサイクル料金の支払（廃車時）

第52条 騒音基準の遵守義務 ○

第79条 振動基準の遵守義務 ○

第82条 産業廃棄物管理責任者の設置 ○

第10条 委託先の実地確認と記録の保存 現地確認記録の保管 ○

環境基本法 第8条 自主努力義務、行政への協力 EA21の取組 ○

地球温暖化対策推進法 第5条 自主努力義務、行政への協力 EA21の取組 ○

循環型社会形成推進基本法 第11条 廃棄物の３R及び適正処理の推進 廃棄物の分別、行政への協力 ○

リサイクル法（資源の有効な利
用の促進に関する法律）

第4条
指定再資源化製品のリサイクルへの
協力（適正廃棄）

パソコン、小型二次電池等の廃棄時 ○

２． 違反、訴訟等の有無
　　　 当社に対し関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟は過去３年間ありませんでした。

法令

廃棄物処理法（廃棄物の処理
及び清掃に関する法律）

静岡県産業廃棄物の適正な処
理に関する条例

静岡県条例

消防法

浄化槽法

責務
・

努力

Ⅸ　環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

法律・条例

自動車リサイクル法（使用済自
動車の再資源化等に関する法
律）

○

静岡県生活環境の保全等に関
する条例
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　エコアクション21に取り組み5年が経過しました。新型コロナウィルスのまん
延や燃料の高騰化により、運送業界を取り巻く環境はますます厳しいものに
なっています。一方、当社においては、取引先をはじめ多くのステークホル
ダーに支えられ、今期も堅実な業績を収めることができました。
　エコアクション２１における当社の活動も、緩やかにではありますが各従業員
に浸透しつつあります。燃費を意識した運行など、各自の具体的な行動にも表
れるようになってきました。しかし、依然目標に対して未達の項目もあります。
したがって、その原因を追求し、改善活動を行うための体制づくりも必要である
と認識しています。
　CO2の排出量削減については、2050年のカーボンニュートラル達成に向けて
社会的にも活動の重要性が高まってきています。エコアクション２１における各
取り組みが、当社の持続的な成長に寄与することを理解し、今後も活動を継
続していきたいと考えています。

　　　　　　静神運輸株式会社

　　　　　　取締役専務　　渡辺哲也

Ⅸ　代表者による全体の評価と見直し・指示

　2022年1月から1年間の取組について、「環境経営方針」、「環境経営目標」
及び「環境経営計画、実施体制」を含めた実施状況等について評価を行なっ
た。

「環境経営方針」については引き続き問題ないと判断します。

　　　　　　2023年3月1日
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訓練日

訓練日

参加者

※評価と改善策

参加者

※評価と改善策

想定される緊急時の状況 原因 対処・訓練等

想定される緊急時の状況 原因 対処・訓練等

パターン1 高速道路における車両火災
バッテリーコネクタ不
良による

・消火器による初期
消火活動
・警察、ネクスコ、消
防等各方面連絡
・2次災害回避のた
めの安全確保

パターン2 東海地震発生（火災ほか） 地震

・負傷者の確認、初
期手当
・2次災害回避のた
めの安全確保
・津波来襲に備え避
難

環境上の緊急対策
〈緊急時対策〉

　想定される環境に於ける緊急事態について、環境への影響を最小限にくい止めること・内外への連絡を円滑
に行うこと・可能な範囲で事前に想定、準備すること。また、定期的にその訓練を行う。更に、緊急事態の発生
や、訓練の後、対応の評価と改善策を行う。

想定のパターン 想定される緊急事態 原因 対応策

作成日：10月1日
作成者：佐々木　圭輔

訓練記録 新型コロナウイルスまん延防止のため実施せず




